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はじめに 
 

●「世田谷区私立幼稚園等保護者補助金」は「幼児教育・保育無償化」の内容（種類、支

給額等）が含まれています。無償化の適用を受けるためには、子ども・子育て支援法第

３０条の４「施設等利用給付認定」が必要です。 

 

●補助金の申請（無償化の給付）を希望する区内在住の園児世帯には、「施設等利用給付

認定申請書（１号用）及び私立幼稚園等保護者補助金交付申請書 兼請求書 兼口座振替

依頼書」をお渡しください。 

 

●預かり保育や認可外保育施設等の利用者で、共働き世帯など「保育の必要性」の要件を

満たす場合には、一部補助金が支給されます。希望する園児保護者から問い合わせがあ

りましたら、直接区に「給付認定申請書（２・３号用）」を提出するようご案内くださ

い。 

 

●区外に居住する児童についての申請手続きは、居住自治体へお問い合わせください。 

 

●補助金を正しく交付するために、特に次の点にご協力をお願いいたします。手続きが遅

れると、補助金の交付遅れや、返還が発生することがあります。 

・世田谷区在住の園児が入園した際は、必ず「申請時在園証明書」を作成し、「認定

申請書（１号用）」と共に区へ送付してください。 

・途中退園（転出）または休園（復園）をする園児がいる場合、速やかに「退園・転

出異動者名簿」を区に送付してください。 

・補助金交付前にお送りする「支給対象者一覧表」は、補助金額を決定するための重

要な書類になります。この一覧表によって、補助金の申請をされていない方や補助

金交付期間等の確認をしています。必ず記載内容を確認のうえ期限までに区にご提

出ください。 

・当区の補助金については、保育料部分は代理受領（園に直接支給）もしくは償還払

い（保護者に直接支給）、その他の利用料等は全て償還払いとなります。各園の状

況に応じて保護者から徴収してください。 
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１ 補助金の概要 

（１）世田谷区の補助金が対象となる方 

以下の条件①～⑤をすべて満たしていることが必要です。 

 

①幼児が私立幼稚園等に在籍する園児であること。 

※子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園及び認定こども園を除きます。 

※国立大学附属幼稚園及び国立大学附属特別支援学校幼稚部についても対象施設とな

ります。 

 

②園児が満３歳児・３歳児・４歳児・５歳児であること。 

※満３歳児は満３歳の誕生日を迎えた園児で、満３歳児クラスが認可されている園に

限ります。 

 

③園児及びその保護者（申請者）が原則として世田谷区内に在住し、かつ住民登録がな

され、その登録地から私立幼稚園等に通っていること。 

 

④園児及びその保護者（申請者）が原則として同一世帯であること。 

 

⑤保護者（申請者）が園児の「入園料」「保育料」「預かり保育利用料」「給食費」「その他

の納付金」を在籍する私立幼稚園等に納入していること。 

 

  



5 

 

（２）補助金の内容 

※いずれも私立幼稚園等に納入した金額の範囲内で交付します。 

※②、④、⑤については、４月～８月分は令和７年度、９月～３月分は令和８年度の世帯

の税額に基づき、補助金額を算定します。 

補助金の種類 補助対象（補助要件） 補助金額 

①入園料補助金 入園日に世田谷区に住民登録があ

ること。 

※ただし、４月入園の場合は４月３０日に住民 

登録がある場合も交付対象となります。 

※年度内１回に限り交付します。 

※以前住んでいた自治体で入園料補助金を 

受け取った場合は交付できません。 

年額１２０，０００円 

②保育料に 

対する補助金 

※教材費、施設維持費、 

冷暖房費などの実費負担分 

は含まれません。 

園児が私立幼稚園等に在籍し、園児

の保育料を納入していること。 

月額上限３３，０００円 

※以下に通う方は、金額が 

異なります。 

・国立大学附属幼稚園 

8,700円（月額） 

・国立大学附属特別支援学校 

幼稚部 400円（月額） 

③預かり保育 

利用料等に 

対する補助金 

保護者が「保育の必要性」の認定

を受けていること 

※令和５年４月２日以降に生まれた園児（満

３歳児）は住民税非課税世帯の場合のみ対

象です。 

月額上限１１，３００円 

※満３歳児の区市町村民税非課税

世帯については、月額 16,300円

を上限に補助します。 

④副食費に 

対する補助金 

※副食費（副食材料費）とは、

給食費のうち、主食（お米、

パン等）以外のおかず・おや

つ等にかかる費用分です。 

給食実施園に在籍する園児世帯で、

以下のいずれかに該当する世帯 

・生活保護世帯 

・区市町村民税非課税世帯・所得割 

非課税世帯 

・年収３６０万円未満相当世帯 

・すべての世帯の第３子以降の 

園児 

※小学校１～３年生の兄姉及び、私立幼稚園

（認定こども園等含む）・区立幼稚園・認可 

保育園等に通園している未就園児の兄姉が

多子計算の対象となります。 

月額上限５，１００円 
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補助金の種類 補助対象（補助要件） 補助金額 

⑤その他の納付金に 

対する補助金 

 

※その他の納付金とは、園則に

記載されている施設維持管理

費、冷暖房費、保健衛生費、実

習教材費等であり、毎年徴収さ

れる納付金です。 

 

※ＰＴＡ会費・同窓会費等の委

託徴収金、任意の寄付金、明確

に実費徴収であることが分か

る経費（制服代、給食代、園バ

ス代、遠足代、卒園アルバムな

ど）を除きます。 

以下のいずれかに該当する世帯で

あること 

 

・生活保護世帯 

・区市町村民税非課税世帯・所得割 

非課税世帯 

月額上限３，０００円 

 

【保育料に対する補助金限度額一覧】                   （月額） 

補助階層 年収の目安 第１子 第２子 第３子以降 

Ａ 
生活保護法による被保護者 

世帯 
－ 

38,900 円 

38,900 円 

38,900円 

ＢＨ 

区市町村民税が非課税の世帯

及び所得割が非課税の世帯 

（ひとり親世帯等） 

～270万円 

Ｂ 
区市町村民税が非課税の世帯 

及び所得割が非課税の世帯 
～270万円 

35,900 円 

ＣＨ 

区市町村民税の所得割額が 

1～77,100 円の世帯 

（ひとり親世帯等） 

～360万円 

Ｃ 
区市町村民税の所得割額が 

1～77,100 円の世帯 
～360万円 33,000 円 34,800 円 

Ｄ 
区市町村民税の所得割額が 

77,101～211,200 円の世帯 
～680万円 

33,000 円 33,000 円 

38,300円 

Ｅ 
区市町村民税の所得割額が 

211,201～256,300 円の世帯 
～730万円 37,700円 

Ｆ 
区市町村民税の所得割額が 

256,301 円以上の世帯  
730万円～ 33,700円 

※幼児教育無償化に係る国の施設等利用給付（25,700円）に都区の保育料補助金（7,300円～13,200

円）が上乗せされた金額となっております。 

※住民税額が未確定の世帯(税未申告世帯)または確認できない世帯については、Ｆ階層となります。  



7 

 

（３）補助金の基準日 

補助金の基準日は、次のとおりとなります。基準日に住民登録がないと補助金は対象と

なりません。 

①「入園料補助金」 

入園日に世田谷区に園児及び保護者（申請者）の住民登録があることが必要です。た

だし、４月については入園日または３０日に住民登録があれば構いません。 

 

②「保育料に対する補助金」「預かり保育利用料に対する補助金」「副食費に対する補助

金」「その他の納付金に対する補助金」 

在籍月に世田谷区に住民登録があることが必要です。 

なお、月途中に入園（転入）または退園（転出）した場合、原則として在園月は月額

で算定しますが、転入前（または転出先）の自治体が、当該月分の施設等利用費につい

て日割り算定を行う場合は、該当月の「平日日数」に基づいて日割りで算定します。 

 

●１１月１１日に入園し、１１月２０日に世田谷区に転入した場合の補助金は？ 

入園料補助金は世田谷区では対象となりません。 

１１月２０日以降の保育料に対する補助金、預かり保育利用料補助金、副食費に対す

る補助金、その他の納付金に対する補助金が世田谷区で対象となります。 

 

●１１月１１日に入園し、１１月２６日に世田谷区外に転出した場合の補助金は？ 

入園料補助金は世田谷区で対象となります。 

保育料補助金、預かり保育料補助金、副食費に対する補助金、その他の納付金に対す

る補助金については、転出月までの月割りか、もしくは転出日までの平日日数で日割

りとなります。 
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（４）補助金支給額の算出方法詳細・交付スケジュール 

①入園料補助金 

申請者が私立幼稚園等に支払った入園料を上限とし、年額１２０，０００円の範囲内

で交付金額を決定します。 

 

②保育料に対する補助金 

申請者が私立幼稚園等に支払った保育料（教材費、施設維持費、冷暖房費などの費用

は除く）を上限とし、月額上限３３，０００円（～３８，９００円）の範囲内で交付金

額を決定します。 

【区市町村民税の所得割額が７７，０００円の世帯（Ｃ階層）で第 1子のケース】 

一覧表より、補助金の上限月額は３３，０００円となる。 

●保育料 月額２５，０００円 の場合 → 月額２５，０００円を交付 

●保育料 月額３５，０００円 の場合 → 月額３３，０００円を交付 

 

③預かり保育料等に対する補助金 

在籍園利用分の他、次の３つの条件のうちいずれかを満たしている場合、認可外保育

施設等の利用分も預かり保育利用料補助金の対象となります。 

・在籍している幼稚園等が預かり保育を実施していない 

・在籍している幼稚園等の平日の預かり保育の提供時間数が、教育時間を含めて８時間

未満 

・在籍している幼稚園等の年間（平日・長期休業中・休日の合計）の預かり保育開所日

数が 200日未満 

 

（ア）在籍園利用分の支給額の計算方法 

各月の預かり保育の利用日数に日額単価（４５０円）を乗じて算定した金額と、その

月に実際に支払った金額を比較して少ない方を、１１，３００円を上限に支給します。 

例：在籍園の預かり保育のみ利用（利用日数：１０日、利用料：月額９，０００円）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定した額 

4,500円 

（450円×10日） 

園に支払った額 

9,000円 

支給額（在籍園分） 

4,500円 

ア 

⇒在籍園のみ補助対象の方は、支給額が㋐4,500円となります。 
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（イ）認可外保育施設等利用分の支給額の計算方法 

月額上限１１,３００円から支給額（在籍園分）を差し引いた残りの金額と、認可外保

育施設等に実際に支払った金額を比較して、少ない方が支給額となります。 

例：①に加え認証保育所（月利用額：８，０００円）を利用した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

④副食費に対する補助金 

各月の「副食材料費」と５，１００円のうち少ない方の額を支給します。副食材料費

は以下を参考に算出しています。 

給食の実施方法 副食費の算出方法（原則） 
便宜的な算出方法 

（1日当たり副食材料相当額） 

自園調理 

（食材自己購入） 

各園で「１食あたり副食費相当

額」を算出×給食日数 

原則不可 

（ただし、やむを得ず必要経費

を算出できない場合は、例外と

して下欄と同様に算出） 

自園調理 

（食材外部搬入） 

外部搬入業者に依頼し「１食あ

たり副食費相当額」を算出×給

食日数 

一律 255円として算出 

※給付上限額(5,100円)／20日 
外部搬入 

 

⑤その他の納付金に対する補助金 

申請者が私立幼稚園等に支払った納付金を上限とし、月額上限３，０００円の範囲内

で支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助可能分 

6,800円 

（11,300円－4,500円） 

施設利用分 

8,000円 
支給額（施設分） 

6,800円 

⇒認可外保育施設等も補助対象の方は、 

支給額が㋐4,500円＋㋑6,800円＝11,300円となります。 

イ 
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補助金交付スケジュール（予定） 

補助金の種類 交付時期 

①入園料補助金 

令和８年８月中旬頃  

※年度内１回限り。申請時期によっては②と同一のスケジ

ュールで交付します。 

②保育料に対する補助金 

（令和８年度４～８月分）令和８年１０月下旬頃 

（令和８年度９～３月分）令和９年３月下旬頃 

※申請時期によっては令和９年４月中旬頃に交付と 

なります。 

③預かり保育料等に対する 

補助金 

（令和８年度４～８月分）令和８年１１月下旬頃 

（令和８年度９～３月分）令和９年７月下旬頃 

④副食費に対する補助金 （令和８年度４～３月分）令和９年４月下旬頃 

⑤その他の納付金に対する 

補助金 
（令和８年度４～３月分）令和９年３月下旬頃 

※交付日の約２週間前に保護者宛てに金額等のお知らせをする「交付決定通知書」を 

送付する予定です。 
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２ 補助金の申請手続き 
途中入園や退園などがあった場合は、以下のとおり保護者へ必要書類を配布し、手続き

をお願いいたします。一部様式は区HPからもダウンロードできますが、不足がある場合は

子ども・若者支援課私学係へご連絡ください。 

なお、世田谷区に住民登録のある園児の保護者のみ手続きができます。住民登録がない

場合、補助の対象となりません。  

（１）新入園児・転入園児（随時） 

４月入園以外に途中入園してくる園児や、在籍中に世田谷区に転入してきた園児につ

いては、以下のとおり手続きをお願いいたします。 

 

①認定申請書（１号用）等の配布・提出 

幼児教育の無償化の適用を受けるためには「認定申請書（１号用）」の書類を提出し、

認定を受けていただくことが必要です。保護者に以下の書類を配布してください。 

 

 

●私立幼稚園等保護者補助金パンフレット 

●「施設等利用給付認定申請書（１号用）及び私立幼稚園等保護者補助金交付申請書

兼請求書兼口座振替依頼書」（以下、「認定申請書（１号用）」） 

●提出用封筒（１号用） 

 

②申請時在園証明書の作成・提出 

「申請時在園証明書」は、園児の在園及び「入園料」「保育料」の納入金額を確認し、

支払うための書類になります。 

 

上記①および②の書類について、以下のとおり提出をお願いします。 

（ア）在籍園で保護者から提出された「認定申請書（１号用）」を取りまとめてください。

提出された封筒は、園では開封をせずに、封筒の園児氏名等の記入を確認し、学

年別（年少・年中・年長）、五十音順に並べ替えをお願いします。 

（イ）「認定申請書（１号用）」の順に「申請時在園証明書」を作成してください。「申請

時在園証明書」は例年５月に送付する複写式の様式か、区HP（ページID：1652）

からダウンロードして使用してください。作成の際は必ず記入例を参照し、最後

に提出用の右下には園長印を押印し、園控は園で保管してください。 

（ウ）「認定申請書（１号用）」と「申請時在園証明書」をセットにして「子ども・若者支

援課私学係」（〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27）へ郵送してください。 

 

 

新入園児（保護者）へ配布していただくもの 
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注意 

・保護者が「預かり保育利用料等に対する補助金」の交付を希望する場合は、「給

付認定申請書」を提出し、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があり

ます。保護者ご自身で手続きする必要があるため、区HP（ページID：1403）をご

覧いただくか、幼保補助金事務センター（6453-4990）にお尋ねいただくよう伝

えてください。 

・住民税額の確認ができる書類など「認定申請書（１号用）」の添付書類の提出が

間に合わないという申出があった場合は、先に「認定申請書（１号用）」のみ提

出してください。添付書類は後日、子ども・若者支援課私学係に保護者が直接提

出してください。  

 

（２）進級園児（例年５月） 

 「認定申請書（１号用）」は「私立幼稚園等保護者補助金交付申請書」を兼ねた様式とな

っています。給付認定の期間は小学校就学前までですが、補助金交付申請は１年ごとに申

請していただく必要があります。毎年４月時点で在籍していた進級園児について、印字済

みの認定申請書（１号用）及び申請時在園証明書を園に送付しますので、保護者への配布

ととりまとめをお願いいたします。 

 詳細は書類送付時にご案内します。 

 

（３）退園者・世田谷区外への転出者 

 退園または、保護者から世田谷区外への転出の申出があった場合は、「退園・転出異動者

名簿」の提出をお願いします。「退園・転出異動者名簿」は例年５月に送付する複写式の様

式か、区HP（ページID：1652）からダウンロードして使用してください。作成の際は必ず

記入例を参照し、最後に提出用の右下には園長印を押印し、園控えは園で保管してくださ

い。 

 

注意 

・補助金交付後に退園等のご連絡があると、退園等後の期間の補助金を返還してい

ただくことになります。退園等があった場合は至急提出してください。 

・転出される場合であっても、補助金の振込みが終了するまでは、口座はそのまま

残していただくように保護者の方へ伝えてください。口座を解約されると、補助

金の振込みができませんのでご注意ください。 

・転出に伴って退園される場合は退園日を記入してください。 

・退園される場合は、退園月までの保育料の納入の有無について、備考欄に必ず記

入してください。 

・世田谷区内での住所の変更（転居）については、報告不要です。 
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（４）休園者・復園者 

休園者及び復園者については、随時「退園・転出異動者名簿」を郵送にて提出してくだ

さい。「退園・転出異動者名簿」は例年５月に送付する複写式の様式か、区HP（ページID：

1652）からダウンロードして使用してください。作成の際は必ず記入例を参照し、最後に

提出用の右下には園長印を押印し、園控えは園で保管してください。 

 

注意 

・補助金交付後に休園のご連絡があると、休園後の期間の補助金を返還していただ

く場合があります。休園等があった場合は至急ご提出ください。 

・園児の休園期間中については、保育料等の納入があった場合でも原則として、補

助対象外となりますのでご注意ください。 

 

 

 

  

個人情報を含む書類となりますので、郵送の際はなるべく 

簡易書留や特定記録郵便をご利用ください。 
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３ 補助金の交付手続き 
補助金交付額を確定するための実績確認書類（対象児童名入り）を補助金の種類ごとに、

以下のとおり各園にお送りし、内容の確認・記入を依頼しますので、保護者から徴収する

「入園料」・「保育料」・「預かり保育利用料」・「副食費（給食提供回数）」・「その他の納付金」

について管理をお願いいたします。 

それぞれ記入例にしたがい、①、②、④、⑤は内容を確認、③は各月の「利用日」「納入

金額」等の必要事項を記入し、園長印を押印の上、区へ提出してください。書類の記入方

法等の詳細については、改めてお知らせいたします。 

※区への提出書類と別に各園で保護者に対し、月々の領収額を確認できる書類をお渡しく

ださい（書式は自由です）。 

 

補助金の種類 
提出書類 

（園が内容を確認） 
送付時期 提出時期 

①入園料補助金 
入園料前払い 

支給対象者一覧表 
７月上旬 ７月中旬 

②保育料に対する 

補助金 

 

保育料補助金 

支給対象者一覧表 

※代理受領の場合は該当園

のみ事務連絡票を送付 

①９月上旬 

②２月上旬 

③３月上旬 

①９月中旬 

②２月下旬 

③３月下旬 

③預かり保育利用料等 

に対する補助金 

預かり保育利用料補助金 

支給対象者一覧表 

①５月以降 

②11月以降 

①９月上旬 

②翌４月上旬 

④副食費に対する 

補助金 

副食費補助金 

支給対象者一覧表 
２月下旬 ３月下旬 

⑤その他の納付金に 

対する補助金 

その他の納付金 

納入状況証明書 

①２月上旬 

②３月上旬 

①２月下旬 

②３月下旬 

 

注意 

申請書を提出された方で、補助金交付対象となった方のみ、一覧表に記載してい

ます。記載がない場合は、認定申請書（１号用）の提出の有無を確認してください。

なお、③はデータ時点のタイムラグもしくは給付認定申請書（２・３号用）未提出

の可能性があります。 
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４ 代理受領による補助金の交付手続き（該当園のみ） 
補助金請求に必要な書類を各園にお送りし、内容の確認・記入を依頼しますので、ご返

送をお願いいたします。 

（１）支給額 

世田谷区内在住の園児１人あたり支給額 ： 月額上限 33,000円 

↓ 

【内訳】施設等利用給付金 25,700円＋保護者補助金相当額 7,300円 

※園の月額保育料と月額上限支給額のいずれか低い額が補助額となります。 

 

（２）支給時期 

各園から区への請求に基づき、各月ごとに支払います。４～６月分は３か月分をまとめ

て４月に概算で支払い、７月以降は各月に支給を行います。  

 

（３）例月の請求手続き（提出物） 

事務手続き簡略化のため、区が請求書類を作成し、園が内容をご確認後、ご返送いただ

く流れとしています。区へ書類到着後に支給しますので、締切厳守でお願いします。 

請求関係書類 
区→園 

送付時期 

園→区 

提出期限 

①保育料減額事業補助金  交付申請書 

※年度当初１回のみ提出 

前年度３月中 ４月上旬 

②子育てのための施設等利用費及び 

保育料減額事業補助金  交付請求書 

毎月５日頃 毎月１５日まで 

③施設等利用費及び保育料減額事業 

補助金請求金額内訳書 

④補助金交付請求内訳書別紙 

 

①保育料減額事業補助金  交付申請書 

園に対する年間分の支給を申請する書類です。支給額（月額上限33,000 円）のうち、

施設等利用費（25,700 円）を除く、区から保護者への補助金相当額（7,300 円）分の申

請書類になります（施設等利用費については申請不要）。  

前年度３月中に区から園へ記入様式を郵送しますので、ご記入の上、区へメールもし

くは郵送でご提出ください。  

また、内容確認後、４月下旬をめどに、年間分の補助金の交付決定をお知らせする「世

田谷区私立幼稚園等における保育料減額事業補助金交付決定通知書」を送付いたします

ので、こちらについては保管をお願いいたします。 
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②子育てのための施設等利用費及び保育料減額事業補助金  交付請求書 

支給月１日現在の在籍園児数に基づき、区が算定した支給額を記載した請求書です。

本請求書および、内訳書（以下③・④参照）を、毎月５日頃（※１）に区から園へ郵送

（※２）しますので、園で内容を確認し、請求書をご記載のうえ、毎月１５日（１５日

が土日祝日の場合は前営業日）必着で、区へご提出ください。  

（※１）４～６月分のみ、４月１０日前後に３か月分をまとめて送付します。  

（※２）請求書については、郵送のほか、先にメールでも送付しますのでご確認の上、

期日までに区にご提出ください。 

 

③施設等利用費及び保育料減額事業補助金請求金額内訳書 

請求書の添付書類（対象園児ごとの支給額の内訳書）です。 

 

④補助金交付請求内訳書別紙 

請求書の添付書類です。当月分の支給額に精算（（５）「精算について」参照）が発生

する場合、内訳が記載されています。また、当月分までの支給実績（累計）が記載され

ています。 

 

（４）支給について 

請求書が提出された園について、当月の支給決定金額をお知らせする「世田谷区私立幼

稚園等施設等利用費支給決定通知書兼  保育料減額事業補助金交付額決定通知書」を園あ

て送付し、月末～翌月初旬までに園の指定口座に入金します。 

注意 

・請求書の提出がないと支給ができませんので、締切期限の厳守をお願いします。 

・原則として、区が作成した請求書の記載金額を変更することはできません（月初

めに各園の支給額を一括算定し、振込のための事務処理を行うため）。 

・支給額に過不足がある場合（月途中で園児数が変動した場合）は、翌月以降の支

給回で精算（減額調整・追加支給）を行います（（５）「精算について」を参照）。 

 

【支給スケジュール】 

支給対象月 
４～６月分 

（３か月分） 

７月分以降 

（毎月） 

①請求書、内訳書等送付【区→園】 

※メール、郵送にて送付 

４月上旬頃 

（～４/１１） 
当月５日頃 

②請求書等提出期限【園→区】 

※郵送もしくはメール添付 
４月１５日まで 

当月１５日まで 

※土日祝の場合は 

その前開庁日） 
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支給対象月 
４～６月分 

（３か月分） 

７月分以降 

（毎月） 

③支給決定通知書送付【区→園】

※郵送にて送付 
４月２０日以降 当月２０日以降 

④支給日【区→園】 
４月３０日 

（～５月初旬） 
当月末日～翌月初旬 

 

（５）精算について（月途中での入退園者及び転出入者がある場合） 

月途中の入退園者および転出入者分については、翌月以降の支給回で精算します （４～

６月分の精算は、７月分支給時に３か月分まとめて行います）。以下の書類は精算の根拠と

なるため、発生の都度、速やかにご提出ください。 

当月末までに区に到達したものについて、精算が発生した場合は翌月支給分に反映され

ます。精算の対象者および金額については、毎月請求書と併せて送付する「補助金交付請

求内訳書別紙」でご確認ください。 

 【提出書類（随時）】  

●休退園・転出者がいる場合    →  （ア）「退園・転出異動者名簿」 

●途中入園・転入者がいる場合  →  （イ）「申請時在園証明書」 

（ウ）「保護者補助金交付申請書」 

 

注意 

・人数減の連絡が長期間滞ると、後の支給額が大幅減額となります。 

・世田谷区から他区市へ転出した場合や退園した場合、世田谷区からは、転出（退

園）した翌月分以降の補助金が支給されません。他区市へ転出し、継続して在園

している場合は、他区市での手続きが必要となりますので、保護者への説明にご

協力をお願いします。  

・月途中に他区市と世田谷区間で転出入があった場合は、補助金が日割り算定とな

る可能性があり、該当園児について、当該月の世田谷区からの補助額は月額33,

000円を下回る金額となります（請求金額内訳書で金額をご確認いただけます）。 

・園に在籍のまま、世田谷区から他区市へ転出の場合、転出先の自治体の支給方法

（施設等利用費が「代理受領」か「償還払い」か）を確認する必要があります。

「償還払い」の場合は、園が保育料を全額保護者から徴収する必要があります。 

 

（６）保護者からの保育料の徴収について 

各園は月額保育料から33,000円を差し引いた金額を保護者から徴収してください。差し

引いた金額が０円以下になった場合は、保護者からの徴収金額は０円となります。 
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（７）その他 

①償還払いにより支給する補助金について 

保育料に対する補助金の補助限度額が33,000円を超える園児（施設等利用費（25,700

円）を除く部分の補助額が7,300円を超過する場合）については、超過部分は区から保護

者へ償還払い（年２回）で支払います。園での事務処理は不要ですが、これら補助金に

ついては、支給対象者一覧表による在園及び納入状況の確認を行いますので、ご承知お

きください。 

  

②代理受領の計算例 

（ア）在園児の合計300人→月額保育料が35,000円の場合 

●世田谷区への請求金額          ●保護者から徴収する金額 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）在園児の合計300人→月額保育料が30,000円の場合 

●世田谷区への請求金額          ●保護者から徴収する金額 

 

 

 

 

 

 

 

③代理受領額の保護者への通知について 

園が世田谷区から代理で受領した金額は、保護者へ通知することが定められています

ので、参考様式（園調査票配布時に送付）をもとに各園で作成し、通知してください。

毎月でも年1回でも構いませんが、必ず受領額を保護者が認識できるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

300人×33,000円＝9,900,000円 
300人×（35,000円－33,000円） 

＝600,000円 

施設等利用給付等上限額 

33,000円 ＜ 保育料35,000円 

保護者１人当たり月額保育料 

35,000円－33,000円 ＝ 2,000円 

300人×30,000円＝9,000,000円 

施設等利用給付等上限額 

33,000円 ＞ 保育料30,000円 

300人×（30,000円－33,000円） 

＝0円 

保護者１人当たり月額保育料 

28,000円－32,000円 ＝ 0円 
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④補助金交付申請書（保護者用）の提出について 

代理受領の場合でも、これまでと同様に、全ての保護者から年度ごとに「補助金交付

申請書」を提出していただく必要があります（住民登録上の異動状況や税情報を区が個

別に確認するため）。 

当月入園の新入園児の申請書が前月末までに当課に届いていない場合は、翌月分以降

で追加支給となります。 

【７月１日入園児（区外から転入）の場合】 

→６月末日までに申請書類を受理：７月分支給額に反映 

→６月末日までに申請書類が受理できない：８月分以降の追加支給 
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４ ＦＡＱ 
【入園料補助金の基準日】 

Ｑ１ 
４月１０日に入園して、４月２０日に目黒区から世田谷区に転入した場合、入園

料補助金はどうなるのか。 

入園料補助金の基準日は、入園日に園児及び申請者の住民登録が世田谷区にあることです。

ただし、４月に入園した場合は、入園日または３０日に世田谷区に住民登録があることと

しますので、転出元の自治体と調整したうえで、世田谷区で入園料補助金の対象となる可

能性があります。 

 

Ｑ２ 
１１月２日に入園し、１１月１０日に大田区から世田谷区に転入した場合、入園

料補助金はどうなるのか。 

世田谷区では、入園料補助金の対象となりません。大田区にお問い合わせください。 

 

【世田谷区内での転居】 

Ｑ３ 世田谷区内で住所を変更した園児がいるときの手続きは。 

区内での住所変更の報告は不要です。 

 

【世田谷区を転出後、再転入】 

Ｑ４ 
園児が世田谷区を転出後、再び世田谷区に転入した場合（その間継続して在園）

の手続きは。 

幼稚園に引き続き在園されている場合であっても、再度、「認定申請書（１号用）」の提出

が必要です。再度、認定申請書（１号用）及び申請時在園証明書を子ども・若者支援課私

学係までご提出ください。 

 

【保育料の滞納】 

Ｑ５ 保育料を滞納している園児がいる場合の手続きは。 

滞納している期間があった場合、原則として補助金の支給はできません。 

「補助金支給対象者一覧表」等の確認の際、「事務連絡票」で滞納者の報告をしていただき

ます。滞納者の保育料の納入の有無を３月に確認させていただき、滞納がないことが確認

できれば、当該年度分の補助金を一括で４月中旬に支給します。 
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【保育料・入園料の減免】 

Ｑ６ 入園料または保育料を減免した園児がいる場合の手続きは。 

「申請時在園証明書」に減免後の金額を記入してください。また、「申請時在園証明書」の

備考欄に必ず減免している旨をご記入ください。 
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５ 事務スケジュール 

時期 各園の手続き 保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年度 

 

 

 

 

 

 

４月   

５月 
・進級園児用申請書の受領および提出 

・当年度書類一式の受領 

・新規入園者認定通知書（１号用） 

受け取り 

・進級園児用申請書の受領および提出 

６月  
・【預かり】前年度下期交付決定通知書 

受け取り 

７月 ・【入園料】補助金交付対象者の確認 ・【入園料】交付決定通知書受け取り 

８月   

９月 
・【保育料】上期交付対象者の在園確認 

・【預かり】当年度上期利用実績の確認 

・認可外保育施設等領収証兼 

支援提供証明書の提出（該当者のみ） 

10月 
・次年度入園者用「認定申請書 

（１号用）」受領 

・【入園料・保育料】上期交付決定通知 

受け取り 

・【預かり】当年度上期交付決定通知書 

受け取り 

11月   

12月 
 

 
 

１月   

２月 

・次年度入園者用「認定申請書 

（１号用）の提出 

・【保育料】下期交付対象者の在園確認 

・【その他の納付金】納入状況の確認 

・【副食費】領収証兼提供証明書 

（補助金支給対象者一覧表）の確認 

 

３月 
・【保育料】下期追加交付対象者の 

在園確認（該当園のみ） 

・【入園料・保育料・その他の納付金】 

当年度下期交付決定通知書の受け取り 
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時期 各園の手続き 保護者 

次年度 ４月 ・【預かり】当年度下期利用実績の確認 

・【入園料・保育料・その他の納付金】 

下期追加交付決定通知書の受け取り 

・【副食費】交付決定通知書の受け取り 

・認可外保育施設等領収証兼 

支援提供証明書の提出（該当者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の場合は随時、書類のご提出・お手続きをお願いいたします 

①途中入園・転入した園児がいる場合 

 →「認定申請書（１号用）」（※保護者記入済みのもの）及び「申請時在園証明書」 

のご提出をお願いいたします。 

②退園・転出・休園・復園した園児がいる場合 

→「退園・転出異動者名簿」のご提出をお願いいたします。 
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参考 関係書類（記入例） 
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（２）退園・転出異動者名簿 
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令
和

令
和

　
　
年
　
 
月
 
 
 
日
～
休
園
･
復
園

 
 
令
和

令
和

　
　
年
　
 
月
 
 
 
日
～
休
園
･
復
園

 
 
令
和

令
和

　
　
年
　
 
月
 
 
 
日
～
休
園
･
復
園

園
　

名
　

園
長

名
　

　
 
　

印
　

　
 
 
　

市

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

所
在

地
　

　
　

　
区

上
記

の
と

お
り

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

現
住
所
：
世
田
谷
区

・
保

育
料

の
納

入
状

況
　

 
【

　
　

 
】

月
分

ま
で

保
育

料
納

入
済

・
継

続
利

用
の

有
無

（
転

出
者

の
場

合
、

転
出

後
も

在
園

し
て

い
る

か
【

有
・

無
】

・
そ

の
他

の
特

記
事

項
【

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
】

　
　
　
年
　
 
月
 
　
日
退
園
･
転
出

　
年
　
 
月
 
　
日

転
出
先
住
所
：

現
住
所
：
世
田
谷
区

・
保

育
料

の
納

入
状

況
　

 
【

　
　

 
】

月
分

ま
で

保
育

料
納

入
済

・
継

続
利

用
の

有
無

（
転

出
者

の
場

合
、

転
出

後
も

在
園

し
て

い
る

か
【

有
・

無
】

・
そ

の
他

の
特

記
事

項
【

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
】

　
　
　
年
　
 
月
 
　
日
退
園
･
転
出

　
年
　
 
月
 
　
日

転
出
先
住
所
：

現
住
所
：
世
田
谷
区

・
保

育
料

の
納

入
状

況
　

 
【

　
　

 
】

月
分

ま
で

保
育

料
納

入
済

・
継

続
利

用
の

有
無

（
転

出
者

の
場

合
、

転
出

後
も

在
園

し
て

い
る

か
【

有
・

無
】

・
そ

の
他

の
特

記
事

項
【

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
】

　
　
　
年
　
 
月
 
　
日
退
園
･
転
出

　
年
　
 
月
 
　
日

転
出
先
住
所
：

現
住
所
：
世
田
谷
区

・
保

育
料

の
納

入
状

況
　

 
【

　
　

 
】

月
分

ま
で

保
育

料
納

入
済

・
継

続
利

用
の

有
無

（
転

出
者

の
場

合
、

転
出

後
も

在
園

し
て

い
る

か
【

有
・

無
】

・
そ

の
他

の
特

記
事

項
【

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
】

　
　
　
年
　
 
月
 
　
日
退
園
･
転
出

　
年
　
 
月
 
　
日

転
出
先
住
所
：

現
住
所
：
世
田
谷
区

・
保

育
料

の
納

入
状

況
　

 
【

　
　

 
】

月
分

ま
で

保
育

料
納

入
済

・
継

続
利

用
の

有
無

（
転

出
者

の
場

合
、

転
出

後
も

在
園

し
て

い
る

か
【

有
・

無
】

・
そ

の
他

の
特

記
事

項
【

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
】

　
　
　
年
　
 
月
 
　
日
退
園
･
転
出

　
年
　
 
月
 
　
日

転
出
先
住
所
：

　
　

　
退

　
園

　
・

　
転

　
出

　
異

　
動

　
者

　
名

　
簿

　
（

提
出

用
）

世
田

谷
区

長
あ

て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
　
　
 
 
 
 
 
 
　
※
退
園
・
転
出
（
休
園
・
復
園
）
の
ど
ち
ら
か
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

生
　
年
　
月
　
日

退
園
・
転
出
年
月
日

住
　
　
　
　
　
所

備
　
　
 
 
　
考

園
　
児
　
氏
　
名

園
Ｎ

Ｏ
.

保
育
料
の
納
入
状
況
・
継
続
利
用
の
有
無
（
転
出
者
の
場
合
）
に
つ
い
て
、

記
入
を
お
願
い
し
ま
す

退
園
・
転
出
（
休
園
・
復
園
）
の

ど
ち
ら
か
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
転
出
に
伴
う
退
園
の
場
合

は
退
園
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

転
出

の
場

合
、

転
出

先
自

治
体

の

市
区

町
村

名
の

み
記

入
し

て
く

だ

さ
い

。

海
外
転
出
の
場
合
は
「
海
外
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

備
考
欄
も
忘
れ
ず
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

休
園
の
場
合
は
「
そ
の
他
の
特
記
事

項
」
の
欄
に
休
園
の
予
定
期
間
及
び
休

園
期
間
中
の
保
育
料
等
の
徴
収
予
定
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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（３）支給対象者一覧表（入園料前払い） 

   

園
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
1
2
5
4

園
名

○
○

幼
稚

園
年

齢
〇

歳
児

整
理

番
号

園
児

氏
名

入
園

年
月

日
退

園
年

月
日

転
出

年
月

日
在

園
期

間
対

象
月

２
５

０
０

０
０

１
○

○
　

○
○

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

２
□

□
　

□
□

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

３
□

□
　

□
□

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

４
□

□
　

□
□

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

５
□

□
　

□
□

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

６
△

△
　

△
△

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

７
×

×
　

×
×

入
園

料
1
5
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
保

育
料

（
月

額
）

2
6
,0

0
0

上
記

の
と

お
り

在
園

を
証

明
し

ま
す

。
  

  
  

  
  

○
○

幼
稚

園

令
和

○
○

年
○

月
○

日
園

長
　

○
○

　
○

○

入
園
料
は
８
０
，
０
０
０
円
に

減
額
し
て
い
る

入
園
料
補
助
金
は
大
田
区
よ
り
支

給
予
定

入
園

料
前

払
い

　
補

助
金

支
給

対
象

者
一

覧
表

[世
田

谷
区

]

納
入

金
額

訂
正

欄
(単

位
：
円

）
保

護
者

氏
名

×
×

　
×

×

○
○

　
○

○

□
□

　
□

□

□
□

　
□

□

□
□

　
□

□

□
□

　
□

□

△
△

　
△

△

園 長
印

こ
の
列
は
無
視
し
て
く
だ
さ
い
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（４）支給対象者一覧表（上期支給） 

 
  

園
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
1
2
3
4

園
名

○
○

幼
稚

園
年

齢
　

　
３

　
　

歳
児

整
理

番
号

園
児

氏
名

入
園

年
月

日
退

園
年

月
日

転
出

年
月

日
在

園
期

間
対

象
月

２
５

０
０

０
０

１
○

○
　

○
○

入
園

料
1
0
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
7
～

8
2

保
育

料
（
月

額
）

2
3
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

２
□

□
　

□
□

入
園

料
1
0
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
4
～

8
5

保
育

料
（
月

額
）

2
3
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

３
□

□
　

□
□

入
園

料
1
0
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
４

～
７

4
保

育
料

（
月

額
）

2
3
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

５
□

□
　

□
□

入
園

料
1
0
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
4
～

8
5

保
育

料
（
月

額
）

2
3
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

６
△

△
　

△
△

入
園

料
1
0
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
4
～

8
5

保
育

料
（
月

額
）

2
3
,0

0
0

２
５

０
０

０
０

７
×

×
　

×
×

入
園

料
1
0
0
,0

0
0

令
和

○
○

年
○

月
○

日
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
4
～

9
6

保
育

料
（
月

額
）

2
3
,0

0
0

上
記

の
と

お
り

在
園

を
証

明
し

ま
す

。
○

○
幼

稚
園

令
和

　
○

○
年

　
○

月
　

○
日

園
長

　
　

　
○

○
　

○
○

×
×

　
×

×
8
月
分
保
育
料
は
1
0
,0
0
0
円
に
減
額

在
園
期
間
は
4
月
～
7
月

（
7
月
3
１
日
付
退
園
）

　
※
退
園
名
簿
同
封
し
ま
し
た

入
園
料
補
助
金
は
大
田
区
よ
り

支
給
さ
れ
て
い
る

入
園
料
は
８
０
，
０
０
０
円
に
減
額
し

て
い
る

○
○

　
○

○

□
□

　
□

□

□
□

　
□

□

□
□

　
□

□

△
△

　
△

△

訂
正

欄
(単

位
：
円

）

上
期

支
給

 　
補

助
金

支
給

対
象

者
一

覧
表

[世
田

谷
区

]

納
入

金
額

保
護

者
氏

名

園 長
印
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（５）その他の納付金 納入状況証明書 

 

 
  

そ
の
他
の
納
付
金

 納
入
状
況
証
明
書
【
世
田
谷
区
】

 

園
コ
ー
ド

 
〇
〇
〇
〇

 

 
 
幼
稚
園
名

 
〇
〇
幼
稚
園

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

満
３

歳
児

 
 

 
 

 

ク
ラ

ス
 

項
目

 
 

 
年

額
 

３
歳

児
 

項
目

 
年

額
 

４
歳

児
 

項
目

 
年

額
 

５
歳

児
 

項
目

 
年

額
 

 
教

材
費

 
2
4
,0

0
0

円
 

 
教

材
費

 
2
4
,0

0
0

円
 

 
教

材
費

 
2
4
,0

0
0

円
 

 
教

材
費

 
2
4
,0

0
0

円
 

 
冷

暖
房

費
 

1
2
,0

0
0

円
 

 
冷

暖
房

費
 

1
2
,0

0
0

円
 

 
冷

暖
房

費
 

1
2
,0

0
0

円
 

 
冷

暖
房

費
 

1
2
,0

0
0

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

円
 

合
計

 
3
6
,0

0
0

円
 

合
計

 
3
6
,0

0
0

円
 

 
 

合
計

 
3
6
,0

0
0

円
 

合
計

 
3
6
,0

0
0

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
７
年
度
に
在
園
し
て
い
る
世
田
谷
区
内
在
住
の
園
児
に
つ
い
て
、
上
記
の
と
お
り
そ
の
他
の
納
付
金
を
納
入
し
て
い

る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
な
お
、
上
記
の
と
お
り
の
金
額
で
は
な
い
園
児
に
つ
い
て
の
年
間
の
そ
の
他
の
納
付
金
の
納
入
金

額
に
つ
い
て
は
裏
面
に
記
載
の
と
お
り
で
す
。

 

 令
和

 
〇
年
〇
月
〇
〇
日

 
園

 
名

 
 
〇
〇
幼
稚
園

 

園
長
名

 
 
〇
〇

 
〇
〇

印  

記
入

例
 

注
意
事
項

 

・
別
紙
「
そ
の
他
の
納
付
金
台
帳
」
を

参
考
に
項
目

及
び
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
 

・
別
紙
「
そ
の
他
の
納
付
金
台
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
園
則
上
で
規
定
さ
れ

て
い
る
す
べ
て
の
保
護
者
が
毎
年
納
付
す
る
保
育
料
以
外
の
納
付
金
に
な
り
ま
す

（
給
食
費
等
の
実
費
徴
収
分
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）
。
 

・
園
則
上
で
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
別
紙
「
そ
の
他
の
納
付
金
台
帳
」
に

記
入
さ
れ
て
い
な
い
納
付
金
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
追
記
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
３
月
分
の
納
付
予
定
額
を
含
め
た
年
額
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

押
印

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。
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備考 

       

ＮＯ 園児氏名 年齢 納入金額（年額） 

１ 〇〇 〇〇 5 24,000 円 

２ 〇〇 〇〇 4 24,000 円 

３ 〇〇 〇〇 4 3,000 円 

４ 〇〇 〇〇 3 6,000 円 

５   円 

６   円 

７   円 

８   円 

９   円 

１０   円 

１１   円 

１２   円 

１３   円 

１４   円 

１５   円 

１６   円 

１７   円 

１８   円 

１９   円 

２０   円 

２１   円 

２２   円 

２３   円 

２４   円 

２５   円 

２６   円 

２７   円 

２８   円 

２９   円 

３０   円 

月途中の入退園や減免等の理由

で、表面に記載の納入金額と異な

る園児について納入金額の年額を

記載してください。 

年齢順に記載してください。 

記入欄が不足する場合はコピーし

て記入をお願いいたします。 
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（６）支給対象者一覧表（副食費補助） 
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（７）支給対象者一覧表（預かり保育利用料補助） 

 
  

園
 N

O
.

●
●

●
●

　
●

　
　

　
　

　
【
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
送

付
分

】

1
5
,0

0
0
円

1
4
日

1
0
,0

0
0
円

2
0
日

0
円

0
日

令
和

８
年

４
月

3
０

日
退

園
0
円

0
日

0
円

0
日

2
3
,0

0
0
円

3
日

0
円

0
日

●
●

●
●

●
●

●
1
0
,0

0
0
円

1
6
日

9
,0

0
0
円

1
3
日

1
2
,0

0
0
円

1
5
日

3
1
,0

0
0
円

2
日

0
日

●
●

●
●

●
●

●
1
2
,0

0
0
円

1
8
日

6
,0

0
0
円

1
0
日

9
,0

0
0
円

1
5
日

※
退

園
（
転

出
）
が

あ
っ

た
場

合
は

園
児

氏
名

欄
の

余
白

に
退

園
（
転

出
）
日

を
記

入
し

、
納

入
金

額
は

退
園

（
転

出
）
日

ま
で

の
実

績
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
納

入
が

な
か

っ
た

月
は

０
円

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

※
認

定
開

始
日

と
認

定
終

了
日

が
記

載
し

て
あ

り
ま

す
の

で
、

そ
の

期
間

内
の

実
績

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

※
認

定
期

間
の

対
象

外
と

な
る

月
に

つ
い

て
は

斜
線

が
引

か
れ

て
い

ま
す

。

世
田

谷
区

長
あ

て
　

園
  
名

●
●

●
●

園
長

名
●

●
●

●

記
入
例

令
和
８
年
度
４
月
～
８
月
　
預
か
り
保
育
利
用
料
　
領
収
証
兼
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
証
明
書
（
補
助
金
支
給
対
象
者
一
覧
表
）

　
　

　
　

【
世

田
谷

区
】

園
  
  
  
名

ペ
ー

ジ

●
●

幼
稚

園
●

N
o
.

フ
リ

ガ
ナ

・
園

児
氏

名
・

就
園

整
理

番
号

生
年

月
日

年
齢

在
園

月
納

 入
 金

 額
認

可
外

保
育

施
設

の
領

収
証

類
添

付
の

有
無

（
Ａ

）
預

か
り

保
育

利
用

料
（
Ｂ

）
利

用
日

数

●
●

●
　

●
●

　
　

　
平

成
 ●

年
●

月
●

日
令

和
８

年
４

月

○

●
●

●
　

●
●

●
●

（
●

歳
児

）
令

和
８

年
５

月

令
和

 ●
年

●
月

●
日

令
和

８
年

４
月

●
●

●
●

●
●

●
令

和
８

年
６

月

令
和

８
年

７
月

令
和

８
年

８
月

●
●

●
　

●
●

●
●

（
●

歳
児

）
令

和
８

年
５

月

令
和

８
年

６
月

令
和

８
年

７
月

令
和

８
年

８
月

●
●

●
　

●
●

　
　

　

●
●

●
　

●
●

　
　

　
令

和
●

年
●

月
●

日
令

和
８

年
４

月

保
護

者
か

ら
直

接
送

付

●
●

●
　

●
●

●
●

（
●

歳
児

）
令

和
８

年
５

月
0
円

令
和

●
年

●
月

●
日

上
記

の
と

お
り

当
園

に
お

い
て

、
預

か
り

保
育

を
実

施
し

、
預

か
り

保
育

利
用

料
を

徴
収

し
た

こ
と

を
証

明
し

ま
す

。

令
和

８
年

６
月

令
和

８
年

７
月

令
和

８
年

８
月

園
長
印

枚
目

枚

園
長
印
を
押
印

し
て
く
だ
さ
い
。

年
度
の
途
中
で
退
園
（
転
出
）
し
て
い

る
場
合
は
、
余
白
に
そ
の
日
付
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

実
際
に
徴
収
を
し
た
金
額
を
（
Ａ
）
、

利
用
日
数
を
（
Ｂ
）
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
※
）

保
護
者
か
ら
回
収
で
き
ず
、
保
護
者
が
「
領
収
証
兼
特
定
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
提
供
証
明
書
（
認
可
外
保
育
施
設
等
の
領
収
証
）
」を

区
に
直
接
提
出
さ
れ
る
場
合
は
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
護
者
か
ら
「領

収
証
兼
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提

供
証
明
書
（
認
可
外
保
育
施
設
等
の
領
収
証
）
」
の
提
出

が
あ
っ
た
場
合
、
〇
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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（８）領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書 

 
  

領
収

証
兼

特
定

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
提

供
証

明
書

セ
タ
カ
゛
ヤ

タ
ロ
ウ

セ
タ
カ
゛
ヤ

サ
ク
ラ

※
必

ず
、

「
月

ご
と

」
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
●

●
●

●
円

☑
●

日
～

●
●

日
～

●
●

●
●

円
●

●
●

円

□
日

～
日

～
円

□
日

～
日

～
円

□
日

～
日

～
円

(
以
上
の
記
載
は
、
「
支
援
の
内
容
」
「
提
供
し
た
日
（
提
供
日
数
）
」
「
提
供
時
間
帯
」
「
費
用
（
内
訳
も
記
載
）
」
が
わ
か
る
書
類
の
添
付
を
も
っ
て
替
え
る
こ
と
も
可
能
）

令
和
　
８
年
　
●
月
　
●
日

施
設
・
事
業
所
の
代
表
者
職
氏
名

 
 
 
 
●
●
　
●
●

㊞

施
設
・
事
業
所
の
電
話
番
号

●
●
 
-
 
●
●
●
●
 
-
 
●
●
●
●

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

：
：

※
領
収
金
額
の
内
訳
②
（
無
償
化
対
象
外
）
に
は
、
日
用
品
、
文
房
具
、
行
事
参
加
費
、
食
材
費
等
、
実
費
徴
収
と
な
る
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
上
記
の
と
お
り
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
利
用
料
を
領
収
す
る
と
と
も
に
、
認
定
子
ど
も

に
対
し
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
提
供
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

施
設
・
事
業
所
の
所
在
地

世
田
谷
区
●
●
１
－
２
－
３

施
設
・
事
業
所
の
名
称

（
校
舎
名
ま
で
）

●
●
●
ス
ク
ー
ル

世
田
谷
校

一
時
預
か
り
事
業

：
：

病
児
保
育
事
業

：
：

※
(
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

提
供

者
様

)
保

護
者

か
ら

受
領

後
、

下
部

を
記

載
し

て
保

護
者

に
渡

し
て

く
だ

さ
い

。

た
だ

し
、

【
令

和
８

年
４

月
分

】
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

利
用

料
と

し
て

認
定
の
有
効
期
間
中
の
費
用

(
利
用
料
及
び
保
育
料
)

①
　
無

償
化

対
象

利
用
料
以
外
の
徴
収
金
額

(
特
定
費
用
)

②
　

無
償

化
対

象
外

③
　
認
定
有
効
期
間
中
の

領
収
金
額
（
①
＋
②
＝
③
）

認
可
外
保
育
施
設

●
：
●
●

●
●
：
●
●

認
定

保
護
者

※
保
護
者
記

入

フ
リ
ガ
ナ

認
定
子
ど
も

と
の
続
柄

認
定

子
ど
も

※
保
護
者
記

入

フ
リ
ガ
ナ

氏
 
名

世
田
谷

太
郎

父

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
内
容

注
）
い
ず
れ
か
１
つ
の
□
に
✓

を
記
入

　
認
定
の
有
効
期
間
中
に
提
供
し
た
日

※
実
際
の
利
用
日
を
含
む
「
提
供
期
間
」

を
記
入

提
供
時
間
帯

※
標
準
的
な
利
用
時
間
帯
を
記
入

※
(
保

護
者

の
方

へ
)
上

部
に

保
護

者
が

記
入

後
、

施
設

に
下

部
の

記
載

を
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

園
　
名

生
年
月
日
（
認
定
子
ど
も
）

年
　
齢

氏
 
名

世
田
谷

う
さ
ぎ
　
　
　

幼
稚
園

令
和

●
●
年
●
●
月
●
●
日

　
●
　
歳
児

８
年
４
月
１
日
～
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日

さ
くら

施
設
等
利
用
給
付
認
定
（
2
・
3
号
認
定
）
の
有
効
期
間

平
成

令
和

記
入
例

保
護
者

が
記
入

支
援
提

供
者
が

記
入

※
利
用
先
の
施
設
・
事
業
者
に
本
様
式
（
下
半
分
）
の
記
入
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
施
設
で
、
月
ご
と
に
作
成
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

各
月
に
支
払
っ
た
合
計
金
額
③
か
ら
、
利
用
料
以
外
の
特
定
費
用
②
（
欄
外
の

※
参
照
）
を
除
い
た
を
金
額
を

①
に
右
づ
め
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
①
に
記
載
の
金
額
の
み
、
上
限
額
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
支
給
し
ま
す
。

利
用
先
施
設
の
記
載
・
押
印
が
漏
れ
て
い
な

い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

２
・
３
号
の
認
定
を
受
け
た
方
で
、
有
効
期

間
内
の
利
用
分
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

苗
字
と
名
前
の
間
は
１
マ
ス
以
上
あ
け
る

利
用
先
の
校
舎
名
も
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
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お問い合わせ・書類のご提出は 

 

世田谷区子ども・若者部 

子ども・若者支援課私学係 

私立幼稚園等保護者補助金担当 

〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

TEL ０３（５４３２）２０６６ 

FAX  ０３（５４３２）３０１６ 


